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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
神
田
警
察
通
り
」
（
東
京
都
千
代
田
区
道
）
整
備
に
伴
う
、
街
路
樹
伐
採
で
懸
念
さ
れ
る

環
境
対
策
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
神
田
警
察
通
り
」
（
東
京
都
千
代
田
区
道
）
整
備
に
伴
う
、
街
路
樹
伐
採
で
懸
念
さ

れ
る
環
境
対
策
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
今
回
の
同
計
画
」
と
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
に
設
置
さ
れ
た
「
神
田
警
察
通
り
沿
道
ま
ち
づ
く
り
検
討
委

員
会
」
が
平
成
二
十
三
年
六
月
に
策
定
し
た
「
神
田
警
察
通
り
沿
道
ま
ち
づ
く
り
整
備
構
想
」
（
以
下
「
整
備
構
想
」
と
い

う
。
）
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
整
備
構
想
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
伐
採
」
と
併
せ
て
、
新
た
に
樹
木
を
植
え

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
「
被
覆
率
が
下
が
る
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
道
路
の
緑
化
は
、
道
路
利
用
者
等
へ
の
快
適
な
空
間
の
提
供
、
景
観
の
向
上
、
地

球
温
暖
化
対
策
等
の
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
千
代
田
区
に
お
い
て
、
景
観
、
管
理
の

難
易
度
、
経
済
性
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
街
路
樹
の
整
備
等
を
推
進
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て

お
り
、
御
指
摘
の
「
気
候
変
動
対
策
」
の
観
点
に
つ
い
て
も
、
同
区
に
お
い
て
、
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て

い
る
。 

二
の
１
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

御
指
摘
の
「
本
計
画
」
と
は
、
整
備
構
想
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
整
備
構
想
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
伐
採
」

と
併
せ
て
、
新
た
に
樹
木
を
植
え
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
「
日
陰
が
な
く
な
」
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
移
動
等
円
滑
化
」
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者

等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
二
号
に
お
い
て
、
「
利
便
性

及
び
安
全
性
を
向
上
す
る
こ
と
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
整
備
構
想
に
お
け
る
御
指
摘
の
「
移
動
等
円
滑
化
」
に
つ
い
て
は
、

道
路
管
理
者
で
あ
る
千
代
田
区
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
「
日
陰
」
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
交
通
状
況
や
公
共
施
設
等
の
立
地

状
況
等
の
地
域
の
実
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
伐
採
あ
り
き
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
各
都

道
府
県
知
事
等
に
対
し
て
、
「
道
路
緑
化
技
術
基
準
」
（
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
付
け
国
都
街
第
百
十
七
号
・
国
道

環
調
第
五
十
八
号
国
土
交
通
省
都
市
局
長
及
び
道
路
局
長
連
名
通
知
別
紙
別
添
）
を
周
知
し
、
同
技
術
基
準
に
お
い
て
、
樹

木
の
「
更
新
に
あ
た
っ
て
は
、
従
前
の
道
路
植
栽
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
道
路
利
用
状
況
、
沿
道
状
況
等
の
変
化
を
考
慮
し
、
植

栽
計
画
や
植
栽
設
計
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
整
備
構
想
に
お
い
て
も
、
同
技
術



 

３ 

 

基
準
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
街
路
樹
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
街
路
樹
調
査
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
都

心
部
で
の
伐
採
を
伴
う
再
開
発
等
計
画
」
に
お
け
る
「
「
被
覆
率
」
に
基
づ
く
調
査
」
の
実
施
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
当

該
計
画
を
策
定
す
る
主
体
に
お
い
て
、
個
別
具
体
の
状
況
に
応
じ
、
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 


